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1 ．問題と目的
米国の社会学者であるTrow  ,M.A. は，高等教育へ

の進学者が50％を超えることを「ユニバーサル段階」

と呼び，進学者の多様化に応じて選抜方法も多様化が

進むことを30年以上も前に予想している1）．近年，わ

が国の進学率は50％を超え，「ユニバーサル段階」へ

突入した．わが国の高等教育においても，Trowの予

測は現実のものとなった．現在，各大学の募集要項を

概観すると，国公私立を問わず，学力検査を主とする

一般入試に加えて推薦入試，AO入試，帰国子女入試，

社会人入試などの多様な選抜区分が設けられている．

さらに，選抜方法においても，小論文，面接試験等を

筆頭に，学力検査によらない多様な選抜方法が考案さ

れている．評価方法の実質的な部分まで掘り下げて見

れば，その全貌を把握するのは至難の業である．

大学入試の多様化の背景には，文部科学省 （以下，

「文科省」と略記）が推し進めてきた「選抜方法の多

様化，評価尺度の多元化」政策があるのは言うまでも

ない．選抜方法や評価方法が多様化することが原因で

生じる懸念が存在する．その1つが，「入試ミス」の発

生である．一般論として，手続きが複雑になるにつれ

て，ミスが生じる危険性が増大することは明白である．

実施者側は，ミスを抑えるために何重ものチェックを

繰り返し細心の注意を払いながら，毎年の入試実務を

遂行している．しかし，手続きが複雑化すればするほ

ど，不可避的に注意が及ばない部分が多くなる．図1

は，1997年から2005年において各大学が文科省に報告

した「入試ミス」の件数について，その経年変化を示

したものである．2001年以降，急激に報告数が伸びて

いることが分かる．

公に認知される入試ミスが増加するきっかけとなっ

たのは，2001年にある大学で生じた事例が社会的に大

きく問題視されたことに由来すると思われる．当該の

事案が結果的に大きな波紋を引き起こしたことを受

け，各大学の入試関連手続きの見直し，および，「入

試ミス」発生に伴う報告の徹底が文科省によって推進

論　　文

新聞記事からみた「入試ミス」のパターンとその影響の検討

西郡　大 1），倉元直樹 2）＊

1）佐賀大学アドミッションセンター，2）東北大学高等教育開発推進センター

*）連絡先：985－0862　宮城県仙台市青葉区川内28　東北大学高等教育開発推進センター　高等教育開発部入試開発室

図 1．入試ミスの文科省への報告数の推移
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されることとなった．また，近年の情報公開の趨勢に

よる受験者の成績開示や試験問題の配点や正解の公表

などを実施する大学の増加に伴い2），それまで潜在的

に隠れていた可能性がある手続きの瑕疵が「入試ミス」

として認知され，指摘される機会が増えたことも間接

的な要因と考えられる．しかし，同時に，選抜方法や

評価方法の多様化に伴い，入試関連手続きが煩雑化し

たことも入試ミスの発生確率自体を高める潜在的要因

として機能してきたことは疑いのない事実と思われる

のである．

入試を実施する上で，選抜手続きに公正性，厳格性

を確保しなければならないことは言うまでもない．換

言すれば，ミスのない入試は「入試の品質」の極めて

重要な側面を保証するものと言える．その意味で，例

年，入試シーズンに出題ミスや合否判定ミスなどの「入

試ミス」がマスコミによって報道されることは，大学

の「入試の品質」に疑いの目が向けられることである．

「入試の品質」は「適切な選抜資料を的確に用いて合

理的な能力の判定を行い，できるだけ早く受験当事者

に納得のいく合否判定結果を返す」という入試のプロ

セス全体の問題なので，「ミスがない入試＝質の高い

入試」ということではない．しかし，ミスは見えやす

く，誰にも分かりやすい．したがって，重大なミスは

もちろん，単純なミスでも連続して発生すれば，大学

のイメージが損なわれる結果となる．特に，各大学が

生き残りに鎬を削る「大学全入時代」と称される時代

において，「入試ミス」が生じることは，大学経営にとっ

て致命的なダメージになることも考えられる．

入試の手続きそのものが多様化し，複雑化している

ことを考慮すると，生じるミスの内容にも様々なもの

があると考えられる．また，そこから派生する問題の

大きさも些細なものから重大なものまで多種多様であ

ると予想される．すなわち，単に「入試ミス」として

一括りに議論することはできない状況となっている．

以上の点を踏まえ，西郡（2008）3）は，一概に「入試

ミス」と括られるものに，具体的にどのような事例が

あり，それぞれのミスがどのような特徴を持つのか，

新聞報道された記事を利用して入試ミスの分類指標を

作成した．本研究では，西郡（前掲書）の指標を用い

て「入試ミス」による当事者への影響や大学への損害

も含めた社会的影響を吟味し，個別大学の入試の設計，

運営における入試ミスに対する対策について検討を行

う．また，仮に入試ミスが生じた場合でも，どのよう

な対応を行えば，受験当事者に受け入れられるのかと

いう観点からも検討を行うこととした．

2 ．方法
2．1．題材とする記事の抽出
本研究では，西郡（前掲書）で題材とした新聞記事

を用いて分析を行った．記事の抽出方法は以下の通り

である．なお，詳細は西郡（前掲書）を参照のこと．

本研究では朝日新聞の記事検索システム「聞蔵 

Digital News Archives  for LibrariesⅡ」を利用して

記事を抽出した4）．対象期間は1990年の1月1日から

2007年12月31日までである．個別大学の学部入試に関

係しないセンター試験や中学，高校，大学院および専

門学校等の入試ミスに関する記事については題材対象

から外した．また，学部入試の中でも，一般入試，推

薦入試やAO入試を対象とし，帰国子女選抜，社会人

入学試験，編入学試験など，想定している受験者層が

最初から通常と異なる入試区分は外すことにした．

2 ．2 ．影響の程度を判断する指標
西郡（前掲書）は，「合否判定」に関するミスが特

に大きなダメージをもたらすことを指摘した．本研究

ではこの点を踏まえ，「合否判定ミス」という分類カ

テゴリーを基盤に，「判明時期」，「追加合格者の有無」，

「影響年度」，「隠蔽疑惑」という4つの観点から入試ミ

スがもたらす影響に関するパターン表を作成した．な

お，これら4つの指標を「影響力指標」と呼ぶことに

する．

3 ．結果
3．1．パターン表
本研究で用いた影響力指標は，「有」，「無」2通りの

状況を持つ4種類の観点からなる．全てのパターンを

示すと16通りになる．表1は，パターンの数字が若く

なるにつれて，影響が大きくなるように作成したもの

である．題材とする記事がどのパターンに当てはまる

かを評定した結果，実際に当てはまる事例が存在する
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パターンは，「1」，「2」，「4」，「8」，「12」，「16」の6パ

ターンに限定された5）．そこで，本研究では，以後，

この6つのパターンのみに注目する．以下に，該当す

る各パターンの特徴を示す．

3 ．2 各パターンの特徴
【パターン1】

パターン 1は，入試ミスが新年度開始後6）に判明し，

複数年に渡って追加合格者を出すという最悪の事態を

招いたミスに加えて，その事実を隠蔽 （疑惑も含む）

していたケースである．該当する事例は 2件存在して

いた．設置者別の内訳は，国立大が 1件，公立大が 1

件であった．ミスの原因は，「コンピュータプログラ

ム設定ミス」（ 1件），「事務手続きミス」（ 1件）であっ

た．前者は，「隠蔽が判明した」ケースであり，後者

は「隠蔽ではないかと疑惑が持たれた」ケースである．

ここでは，社会的影響が大きかった前者の事例につい

ての概要とその影響について記述する．

当該の入試ミスは2001年に判明したもので，地方国

立大学（X大学）のある学部で生じたものである．採

点コンピュータプログラムの設定ミスにより，1997年

度と1998年度入試において，本来合格のはずだった16

名の受験者を誤って不合格にしていたという事例であ

る．ミスは1999年度入試の採点時に判明していたにも

関わらず，当時の一部分の関係者の判断により，2001

年まで事実が隠蔽されていた，と報道された．入試ミ

スが明らかになった契機は，直前に判明した他の国立

Y大学の大規模な入試ミス，文科省への匿名の投書な

どの各種の要因が重なったことによる．隠しきれない

と判断して公表せざるを得なくなった，とされている．

結果的にこのケースは大きな問題へと発展してしまっ

た．この事例に対して大学が取った対応と大学が受け

たダメージは以下のように要約できる．

X大学では，入試ミスの判明後，誤って不合格とさ

れた16人全員に対して直ちに合格通知と謝罪文を郵送

した．さらに，後日，入試に関わった教員が直接，受

験者の下を訪れ，個別の謝罪を行った．その際，一律

20万円のお詫び金が支払われている．入学の意思があ

る者については，他大学の入学金や予備校の授業料な

どの経費が国家賠償や大学内での基金の設立により補

償された．さらに，入学後には特別授業などの対応が

行われた．また，大学進学をあきらめて，高校ないし

短大や専門学校を卒業した後に就職した者には，本人

の学歴と大卒者の生涯賃金との差額の一部などが補償

の対象となった．大学では在学生の就職活動で風評被

害が生じることを懸念し，求人を寄せている県内外の

約1,500社に「配慮」を求めた文書を郵送している．

学内の責任問題では，新しく選出された学長がわず

表 1．入試ミスの種類と影響に関するパターン分類

原因 判明時期 追加合格者 影響年度 隠蔽疑惑 件数 パターン

・出題ミス
・採点ミス
・事務手続きミス
・コンピュータプログラム設定ミス

  など

入学後

有
複数年度

有 2 ①
無 9 ②

単年度
有 ― 3
無 64 ④

無
複数年度

有 ― 5
無 ― 6

単年度
有 ― 7
無 17 ⑧

入学前

有
複数年度

有 ― 9
無 ― 10

単年度
有 ― 11
無 26 ⑫

無
複数年度

有 ― 13
無 ― 14

単年度
有 ― 15
無 389 ⑯
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か数ヶ月で辞任することとなった．その他，入試ミス

に関与したとされる教員も十数名が懲戒処分を受けた．

さらに，大学が機関として受けたダメージも大きな

ものであった．文科省は2001年度の「教育改善推進費

（学長裁量経費）」を7,600万円の大幅削減とした．そ

の大部分を占めていたのは，前年度6,700万円獲得し

ていた「プロジェクト経費」7）の部分である．同年には，

他の複数の国立大学でも合否判定に関わる同じような

入試ミスが発覚していたにも関わらず，X大学だけが

当該経費をゼロ査定とされるペナルティを受ける結果

となった．その理由は，「X大は入試ミスを隠蔽して

いた．他の 2大学とは状況が違う」（同省大学課の担

当者）というコメントにも見られるように，隠蔽の事

実が決め手となった．

パターン 1は，入試ミスの内容そのものが，それに

よって生じうる最悪の結果を引き起こすケースである

ことに加えて，そのミスを隠蔽するという恣意的な操

作までが加わっていたことが特徴である．隠蔽の発覚

によって，受験者にも大学にも甚大な被害と損失をも

たらしたケースである．

【パターン 2】

パターン 2も，入試ミスが新年度開始後に判明し，

複数年に渡り，追加合格者を出すという最悪の被害が

生じたケースである．ただし，隠蔽の事実が見られな

かったという点において，パターン 1とは異なってい

る．該当する事例は 9件あり，その内訳は，国立大が

4件，公立大が 3件，私立大が 2件である．ミスの原

因は，「事務手続きミス」（ 4件），「コンピュータプロ

グラム設定ミス」（ 5件）であった．大学にもたらさ

れたダメージの程度は，追加合格者数，影響年数など

によって様々である．ここでは，パターン 2に分類さ

れた 9件の中から，他大学にも大きな影響を与えるな

ど，社会的に波紋が生じたケースとして，2001年に生

じた地方国立Y大学のケースについてその概要を示

す．

Y大学の入試ミスが判明した経緯には，情報開示の

動きが重要な役割を担った．当該年度より実施された

入試情報の開示制度によって自分の得点を知ったある

受験者から，「奇数になるはずのない得点が奇数であっ

たのはなぜか」という問い合わせがあった．それがきっ

かけとなり，入試ミスが判明したのである．大学側が，

残っていた 5年分の資料を再点検したところ，合格判

定プログラムに設定ミスを発見した．その結果，本来

は合格していたにもかかわらず誤って不合格と判定さ

れていた者が， 5年間で428人にものぼった．本研究

で収集した入試ミスの事例の中では，影響を受けた人

数の上で最大規模となったケースである．

大学側の対応は，お詫び金の額が一律10万円と異

なっているものの，大筋でパターン 1に見られたX大

学の対応とほぼ同じであった．ただし， 5年間という

長期にわたる影響に対するものであったため，「一律

補償」に疑問の声が上がっていたことも事実である．

学内の責任問題では，学長，副学長，学部長が辞任，

その他の教員ら100名以上が何らかの処分を受けた．

研究費に関しては，「教育改善推進費（学長裁量経費）」

に対して4,000万の大幅削減があったが，パターン 1

のX大学とは異なり「プロジェクト経費」がゼロ査定

となることはなかった．その理由は，前述した通り，

隠蔽の事実が見られなかったことによる．

パターン 2は，パターン 1と並んで入試ミスの中で

も「合否判定ミス」という最もクリティカルな部分に

おいて，考えうる最悪の状況を導くパターンである．

特に，影響を及ぼす年度が長期間になるほど，影響の

程度や規模も大きくなる．ただし，ミスの隠蔽など恣

意性な操作が介在することはない．確認ミスや手続き

ミスによる偶発的に生じたものにだけに限定されるこ

とが，パターン 1と異なっている．

【パターン 4】

パターン 4は，入試ミスが新年度開始後に判明し，

追加合格者を出すケースである．その影響年数は当該

年度のみである．該当する事例も64件と相対的に多く，

その内訳は，国立大が 9件，公立大が 4件，私立大が

51件である．ミスの内容は「出題ミス」（44件），「採

点ミス」（13件），「事務手続きミス」（ 5件），「コンピュー

タプログラム設定ミス」（ 2件）などが挙げられる．

出題ミスや採点ミスは，予備校や学習塾，受験関連

出版社などの指摘から判明することが多い．新年度で

ある 4月から推薦入試が始まる11月頃にかけて判明す

ることが多いのが特徴的である．

パターン 4は，影響の大きさという点からみれば，
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パターン 2には及ばないものの，それに次ぐ大きなミ

スである．特に，試験問題の公開，成績開示などを行っ

ている大学であれば，外部からの指摘によって判明す

る可能性も高い．生起頻度が高く，かつ，影響の大き

い入試ミスのパターンである．

追加合格となった受験者への対応は，基本的に全員

への謝罪，お詫び金，他大学の入学金や予備校の授業

料の補償など，基本的にパターン 1，および，パター

ン 2と同じである．法人化以前の国立大の場合には，

国家賠償も発生している．

一方，ミスが原因で不合格と判定された受験者が入

学する際の具体的対応として，他大学との単位互換や

編入学など，様々な手続きが用いられている．ミスが

判明した時期が翌年度の入試時期に近い場合には，無

試験で翌年度の入学を許可するケースも散見される．

本パターンにおいても，影響を受けた受験者の人数な

ど，個別の状況に応じて大学関係者は処分を受けてい

る．なお，「教育改善推進費 （学長裁量経費）」の削減

等，機関としての大学に対するペナルティに関する記

事は見られなかった．

【パターン 8】

パターン 8は，入試ミスが新年度開始後に判明し，

その影響年数が当該年度のみであり，追加合格者を出

さなかったケースである．ミスの原因には，「出題ミス」

（14件），「採点ミス」（ 2件），「コンピュータプログラ

ム設定ミス」（ 1件）などが挙げられる．該当した事

例は17件であり，その内訳は，国立大が 7件，公立大

が 1件，私立大が 9件である．パターン 4と同様に，

予備校や学習塾，受験関連出版社などの指摘によって

新年度開始後に判明することが多い．しかし，決定的

に異なるのは再採点を行っても追加合格者が出ていな

い点である．仮に，パターン 4のように追加合格者が

発生すれば先述のような対応が必要となるが，パター

ン 8のケースでは事実事項を公表することのみで一応

の問題解決に至っているように読み取れる．該当記事

にも，大学内での処分に言及した内容はみられなかっ

た．

入試ミスへの対応という視点からみれば，パターン

8は，次のパターン12よりも影響が小さいように見え

る．しかし，パターン 8がパターン 4へ陥る可能性は

高い．すなわち，両者を隔てる要因は合否のボーダー

ラインに固まる受験者数や修正される点数の程度であ

る．その違いは紙一重であり，偶然性や運に左右され

る．そういう意味では，潜在的なリスクが高いパター

ンである．

【パターン12】

パターン12は，合格発表後，新年度開始前というタ

イミングで入試ミスが判明し，追加合格者を出すケー

スである．該当する事例は26件であり，その内訳は，

国立大が 3件，公立大が 2件，私立大が21件である．

ミスの原因は，「出題ミス」（18件），「採点ミス」（ 2件），

「事務手続きミス」（ 3件），「コンピュータプログラム

設定ミス」（ 3件）などが挙げられる．

新年度の入学式前にミスが判明するため，追加合格

者に対して，新年度に間に合うように対応ができるこ

とがこのパターンの特徴である．もちろん，入学の意

思がある者に対しては，既に支払った他大学の入学金

や予備校の授業料に対する補償は発生するが，追加合

格者が新年度からの大学生活を遅滞なく始められる点

で，パターン 1， 2， 4に比べてミスの影響を最小限

に抑えることができ，効果的に対応できる可能性が高

い．

【パターン16】

パターン16は，判明時期が新年度開始前であり，追

加合格者も出さないケースである．入試ミスの中では，

このパターンに当てはまる事例が389件と最も多く，

「入試ミス」として報道されるもののほとんどがこの

パターンに当てはまる．その内訳は，国立大が173件，

公立大が94件，私立大が122件である．原因は，「出題

関連ミス」，「試験実施・合格発表手続きのミス」の 2

つに大別される．具体的にどのようなミスがこれら 2

つのパターンに含まれるのかという点については，西

郡 （前掲書）を参照されたい．

4 ．考察
本研究では，一般的に「入試ミス」として報道され

る事例について，「判明時期」，「追加合格者の有無」，「影

響年度」，「隠蔽疑惑」という 4つの観点（影響力指標）

を用いて入試ミスがもたらす影響の大きさに関する分

析を行った．その結果，これまで実際に生じたことが
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ある入試ミスの事例は，生じうる全16パターンのうち，

「 1」，「 2」，「 4」，「 8」，「12」，「16」という 6パター

ンに限定されることを見出した．本節では，これらの

パターンに応じて個人的，社会的影響の大きさが一定

の秩序で順序性を持つ理由に，どのような要因や人々

の認知が作用しているのか分析し，受験当事者の心理

的側面に配慮した入試関連手続きのあり方について考

察を加える．

一般に，入試の実施，その他関連手続きが不公正も

しくは不正確に行われたという疑いがかけられている

場合，そのような入試を積極的に受験したいとは考え

ないだろう．逆に言えば，多くの受験者は，当然のよ

うに入試関連の手続きが公正かつ正確に行われること

を前提として受験に臨んでいる．公正かつ正確な手続

きが保証されていない状態，つまり，受験当事者の目

から見て「入試の品質」の表れとして分かりやすい手

続きに対して，疑義が喚起された状態では「入試ミス」

に対する見方が厳しくなり，ミスへの対応に対する許

容度も低くなると言える．それでは，どのような基準

や要因が介在して，人々が手続きに対する不満を抱く

のであろうか．

人々の公正判断や公正認知を実証的に明らかにして

きた社会心理学の分野では，手続きに対する公正さは

「手続き的公正」と呼ばれている．特に，その概念の

中でも Leventhal （1980）  8 ）が提唱した 6つの「手続

き的公正の基準 （procedural rule）」はよく知られて

いる （表 2）．本研究でも，この 6つの基準を踏まえ，

影響の大きさから見た入試ミスのパターンについて考

察する．

まず，多くの人々から公正であると認識される手続

きは 6つの基準が全て満たされていると考えられる．

そのため，受験者一人ひとりが実際どのように認知し

ているのかはさておき，大学側が実施する通常の入試

に関する手続きは，建前としては 6つの基準を全て満

たされるように設計され，遂行されることが必要とな

る．入試ミスは， 6つの基準のどれかが侵害されるこ

とによって生じる，手続きの公正さが侵害された状態

だとみることができる．

西郡（前掲書）の分類結果では，入試ミスの中でも

最も頻度が高い出題ミスは，「出題者が意図した回答

を導き出せない」，「出題範囲を逸脱している」，「誤字・

脱字がある」など，その実質的な内容が多岐に渡るも

のの，共通した問題点がある．それは，手続きの「一

貫性」の欠如や情報の「正確さ」に欠けたものと解釈

できる．また，採点基準が曖昧であったり，採点ミス，

さらには，試験実施上のミスなどについても同様のこ

とが言えるだろう．つまり，出題ミスや採点ミスの根

底には，公正基準の「一貫性」と「正確さ」の欠落が

指摘できるのである．大学側は，「全員を正解にする」，

「配点を変更する」など，特別な採点方法を採用した

り，試験時間を延長するなどして，出題ミスに対する

対応策を講じるのが一般的である．入試ミスへのこう

した対応は，「一貫性」，「正確性」の基準を満たす状

態を再び回復するように動機付けられたものと解釈で

きる．入試ミスに対する受験当事者の不安や不満も，

上記2つの基準のどちらかもしくは両方が欠落したた

めに生じたものだと理解できる．

判明時期が新年度開始以降で，かつ，追加合格者が

生じるパターン，表 1の分類における「 4」，「 2」，「 1」

のパターンは，少々様相が異なる．これら 3つのパ

ターンに共通することは，既に新年度が開始されてし

まった，という時間的条件が付加され，追加合格者に

対する対応が難しくなっていることである．入試ミス

が判明した時点で，既に追加合格者は他大学や他学部

表 2．手続き的公正の基準　林（2007）より抜粋9）

基準 内容
一貫性（consistency） 時間や対象者を越えて，一貫した手続きが適用される
偏りの無さ（bias suppression） 個人的利害や思想的先入観が抑制されている
正確さ（accuracy） 正確な情報を基盤として決定が下されている
修正可能性（correctability） 再審理の機会がある
代表性（representativeness） すべての関係者の利害関心や価値観が反映されている
倫理性（ethicality） 基本道徳や倫理に反しない
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に入学していたり，予備校に通っていることが多い．

すなわち，入試ミスが直接的な原因となって進路が変

わってしまっていることが多いのである．影響が及ん

だ受験者のほとんどは，物理的な面でも精神的な面で

も新年度からの新たな生活に適応しようと既に行動を

開始している状態である．こうした状況で「実は合格

していました」と突然の合格通知を受け取っても，非

常に困惑することが予想できる．現に，入学について

態度を保留する対象者が多かったことが報道されてい

る．ここにも Leventhal（前掲書）の基準に基づく人々

の公正知覚の問題が生じていることが指摘できる．そ

れは「やり直しの可能性」を示す「修正可能性」から

の解釈である．たとえ，追加合格者という形であった

としても新年度開始前に合格通知を手にしてさえいれ

ば，物理的にも精神面でも切り替えが可能である．し

かし，すでに新年度が開始されてしまった後という状

況になると，やり直し（修正）に対するコストが非常

に大きくなる．もちろん，影響範囲が複数年に渡って

いる場合には「修正」がさらに困難となることは言う

までもない．パターン 4よりもパターン 2やパターン

1の方が，影響が大きいゆえんである．

以上のことから，パターンの「 4」，「 2」，「 1」は，

入試ミスによって，「一貫性」と「正確さ」が侵害さ

れた上に，さらに「修正可能性」までが侵害されてい

るため，受験当事者の不安や不満がさらに高じる状況

をもたらしたと考えられる．

ところで，最も深刻なパターンは「 1」であった．

その特徴は，入試ミスにより不利益をこうむった受験

者が生じていたにも関わらず，隠蔽工作を行った，も

しくは，隠蔽の疑惑が浮上した，ということである．

一般に，大きな問題であればあるほど，その事実を正

直に公表することが道義とされている．大学入試のよ

うに受験者の人生が左右されかねない「ハイステーク

ス」な局面であれば，ミスの隠蔽に対する批判は厳し

い．入試ミスに関する事実の公表は，責任者が自分の

意思で行うことができる対処である．その意味で，隠

蔽は責任者の意思に帰属するとみなされる．受験当事

者は言うまでもなく，基本的に影響を受けることのな

い一般の人々からも厳しく指弾される理由も，基本的

な道徳を裏切る行為と考えられるからであろう．公正

基準から見れば，「倫理性」が欠如したために生じた

判断と解釈できるだろう．パターン 1は，隠蔽さえな

ければ，パターン 2と全く同じである．たしかに深刻

なケースであるが，倫理的な問題とみなされることは

ない．隠蔽によって責任者の倫理性が問われることで，

最悪の事態を招いたパターンである．

以上が入試ミスによって侵害されたと考えられる公

正基準である．なお，残りの「代表性」と「偏りの無さ」

という基準は，入試ミスの問題には無関係のように思

われる．むしろ，この 2つの基準は，「それが満たさ

れていなければ，入試そのものが成り立たない」入試

設計の問題であろう．「代表性」の担保には，合否判

定の基準や手続きの設計が受験者の価値観を反映して

いることが必要である．そのため，より多くの受験者

の価値観を反映させた入試手続きが担保された設計に

なっていなければ受験者は集まらない．さらに，たと

え自分の希望が満たされずに不合格という判定結果を

受け取ったとしても，納得できるものでなければなら

ないのである．次に，個人的利害や思想的先入観の抑

制という「偏りの無さ」が満たされない状況には，思

想信条による差別，裏金やコネクションによる裏口入

学といった事態が考えられる．ミスによって生じうる

事態ではなく，明らかに意図的な不正であり，根本的

に入試という制度自体が成立していない状態とみなさ

れる．「代表性」，「偏りの無さ」という 2つの基準は，

入試の存立基盤を支える構造に関係するものであるた

め，「ミス」と関連付けるのは難しい．

以上のように，各パターンを手続き的公正における

公正基準の観点から考察してきたが，同じパターンに

分類されたケースでも，社会的影響が異なる事例もあ

る．その要因を本研究の結果から一様に規定すること

は難しいが，記事にされる頻度やその内容からある程

度の推測は可能と考える．

まず，ミスの影響を受けた人数やミスが及んだ年数

は，その影響の大きさを示すには分かりやすい指標で

あろう．影響を受けた受験者の数が多ければ，影響も

大きく，影響が複数年に及べば，年数が多いほど影響

は大きい．一方，それ以外の要因として考えられるの

がミスを犯した大学の設置形態である．入試ミスの発

生は，国公私立といった設置形態の種別を問わずに生
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じているが，同じようなパターン，同じような規模の

ミスでも，私立大学よりも国公立大学への風当たりが

強いと感じられる．その原因として，国公立大学を第

一志望とする受験者が多く，追加合格者が生じたとき

に及ぶ影響が大きいということが挙げられる．さらに，

法人化以前には私立大学とは異なり，補償規模によっ

ては国家賠償にまで発展する可能性があったために当

事者以外の社会的な注目も集めてしまい，結果的に大

きな記事として扱われてしまったと考えられる．ただ

し，これらは報道された新聞記事から見出せる限定的

な考察である．実際にトラブルが生じた場合，現在で

は，大学はすべからく自己資金で補償を賄わねばなら

ず，入試ミスによって大学イメージが致命的に低下し

た場合には，大学経営に直接的な影響を及ぼしかねな

い．そう考えた場合，個別大学における本当の意味で

の影響の大きさを示すことは，本研究だけの資料から

は難しいと言える．しかし，入試ミスの社会的影響の

全体像を検討するという本研究の主旨からすれば，限

定された情報とは言え，新聞記事を題材に得られたこ

れらの知見は十分に有効ではなかろうかと思われる．

5 ．「入試の品質維持」に向けて
本研究の知見を基に，入試の策定や運営において入

試ミスの認識やその対応をどのように位置づける必要

があるのかを議論することで，「入試の品質維持」に

ついて考えてみたい．

一般的に，入試業務に限らず煩雑な手続きが発生す

る業務や手順を考えたとき，ミスの発生を完全に抑え

ることは非常に難しい．顧客へ提供する商品および

サービスの向上を目指す企業等では，可能な限りミス

を 0に近づけるために，QC （QC：Quality Control）

活動などを通して，品質向上に向けた努力がなされて

きた．もちろん，大学入試においても，受験者のこと

を考えれば，入試に関するミスは 0に近づけるような

努力が必要である．しかし，こうした努力によってミ

スを皆無に抑えることは不可能に近い．少なくとも，

絶対に発生させてはいけないミスを洗い出し，その部

分だけでも完璧に抑える努力が必要となる．どのよう

なミスが深刻な状況を招き，社会的な影響が大きいの

かということをまず分析し，優先順位をつけた上で，

関係者が優先的に意識を集中しなければならない手続

きを認識共有する必要がある．

具体例を挙げれば，選抜方法やその他入試手続きの

改定や変更には，相応のリスクとコストが生じること

を関係者が共通に認識することが重要であろう．例え

ば，必須科目や傾斜配点の変更は，同時に，それを処

理するコンピュータプログラムの修正が必要となる．

通常，重要なデータを扱うシステムでは，プログラム

に修正が施されると，プログラムの「単体テスト」だ

けでなく，「システムテスト」や「運用テスト」など，

幾重にもテストが繰り返された上でのシステム更改が

行われる．当然，そこには十分な費用や時間などのコ

ストを投入することが必要となる．システム開発・運

用を専門的に行う機関や会社ならば，十分な対応も可

能であろうが，個別大学の入試に同様の品質管理を求

めるのは難しい．入試に関する情報は秘匿性が高く，

多くの人員が機密情報を共有することには別のリスク

が伴うからである．入試作業に関わる人員や環境など

のリソースが限られているほど，入試ミスが発生する

リスクは必然的に高まる．さらに，募集要項やその他

の公表資料，学内でのルール作りなどの同時変更も視

野に入れるならば，チェックすべき事項は膨大に及ぶ．

選抜方法や評価方法などを変更する際には，十分な注

意が必要とされるのである．

成績開示などを含む情報公開の流れにより，受験当

事者を中心に様々な情報が多くの人の目に触れるよう

になった．当然，入試に関する手続きのチェック機能

もそれに応じて高めていく必要がある．現状では，情

報を公開しないという選択枝は取り得ない．大学とし

ては，公開した情報が多くの人々のチェックを受ける

ことを前提に，入試関連手続きに対する十分な議論と

可能な限りの確認作業を実施するしかない．

仮に，あらゆる努力にも関わらず，入試ミスやそれ

に伴う諸問題が生じた場合には，迅速な公表が必要で

ある．意図的になされるミスはない．点検やコミュニ

ケーションの不足によってミスが発生する．一方，ミ

ス発生の事実を公表するか否かは大学側の主体的な判

断である．公表しない場合には，「隠蔽」とみなされ

る可能性を覚悟する必要がある．入試手続きにおいて

合否の判定に関わる最悪のミスを犯した上に隠蔽の事
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実が伴えば，大学にとって非常に大きな損失となるこ

とは，過去の事例が十分に示している．また，公表が

遅れることによって隠蔽の嫌疑をかけられた事例もあ

るので，大学のイメージを失墜させないためには迅速

な対応が必要であろう．入試ミスの公表は，ミスによ

る損失や影響を最小限に留めるために，最低限必要と

される処置なのである．

公表と同時に，影響を受けた受験者や社会全体に対

する説明の仕方にも留意すべきである．公平性に関す

る社会心理学的研究では，人事評価の場面において権

威者 （例えば，会社の上司や人事担当者など）から否

定的な評価を下されても，その評価に対して「適切な

説明」が十分になされれば，被評価者は適切に処遇さ

れたという認識が高まることが報告されている10）11）．

入試ミスにより誤った合否判定をした場合，当事者で

ある受験者や社会全体に対して，「入試ミスによる誤っ

た合否判定」という事実だけではなく，「なぜ，その

ような判定ミスをしてしまったのか」，「大学として当

該ミスをどのように考えているのか」，「どのような対

応や補償をするのか」などの事項についても適切な説

明が求められる．

入試実施に関わる関係者が優先的に意識を集中しな

ければならない手続きを具体的に見てきたが，「入試

ミス」は大学経営における「リスク」とみなすことが

できる．経営管理の手法には，各種の危険による不測

の損害を最小のコストで効果的に処理するため，「リ

スクマネジメント（Risk Management）」（日本規格

協会,2003）12）という考え方がある．リスク分析 （リ

スクの把握・特定・発生頻度の算定を示す）とその評

価から始まり，リスクの種類に応じた対策を講じるも

のである．この考え方に沿えば，本研究での試みは「リ

スク特定」に位置づけられる．「リスク特定」とは，

「リスクに関する情報を分析するとともに組織に重大

な結果をもたらすと懸念されるリスク及び/又は結果

の重大性の困難なリスクを特定する」ものである．今

後は，「リスク評価」，「リスクマネジメントの目標」，「リ

スク対策の選択」，「リスクマネジメントプログラムの

策定」といった文脈からの議論 （日本規格協会,2003）

も必要だろう．

大学全入時代の到来により，現在のわが国の高等教

育制度の下では十分な志願者を確保することが，国公

私立を問わず大学経営にとっての至上命題となってい

る．経営上のリスクマネジメントを考えたとき，大学

の入口に当たる入試関連業務から生じる入試ミスの

「リスク特定」は十分に意味のあるものであろう．今

後，大学教員のFD（ファカルティ・デベロップメント）

義務化に伴い，入試に関するFDの機会も増えること

が考えられる．大学内で入試手続きミスによるリスク

を共有するための一資料として，本研究の知見が活用

されることを期待したい．

付記

本研究は，平成20～21年度科学研究費補助金（特別

研究員奨励費）および東北大学高等教育開発推進セン

ター平成20年度高等教育の開発推進に関する調査・研

究経費（センター長裁量経費）「大学入試学（admission 

studies）構築のための基礎研究（2）　－人材育成の

発展－」の成果の一部である．
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